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（様式例１）           （表面） 

広告物の許可申請には 

有資格者による安全点検が必要です 

兵庫県※では、広告物の倒壊又は落下による事故防止の対策として、有資格者による

詳細な安全点検を実施するよう広告主等に求めています。 

広告物の設置後、一定年数が経過し、高所にある広告物については、次の手順によ

り「安全点検結果報告書」を作成し、許可申請時に提出してください。 

 ※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、豊岡市及び丹波篠山市の区域は除く 

 

 

手順１ 有資格者による安全点検の対象かを確認します！             

    対象は、次の①②のいずれにも該当するものです。 

① 当初の表示・設置から、おおむね 10 年以上が経過している【一定年数

が経過したもの】 

    ② 広告物等の上端が、地上からの高さ４ｍを超えている【高所にあるもの】 

 

手順２ 有資格者に安全点検を依頼します！                      

    安全点検を実施できる有資格者は、次のとおりです。 

    ①屋外広告士       

    ②点検技能講習修了者 

    ③一級建築士、二級建築士 

    ④その他（電気工事士等） 

手順３ 改善すべき異常が見つかった場合は、改善します！             

    安全点検を依頼した有資格者に、改善方法等を相談することが有効です。 

手順４ 安全点検結果報告書を、許可申請時に提出します！            

兵庫県 屋外広告物 安全対策 検索 

（参考） 

兵庫県屋外広告美術協同組合（屋外広告業の

事業者団体）が、点検業務受付事業者の一覧

をホームページに掲載しています。 
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（裏面） 

＜例＞ 次のような３つの広告物を許可申請をする場合について    

 
広告物Ａ：上端が地上高さ４ｍを超えているが、表示・設置期間が２年 

広告物Ｂ：上端が地上高さ４ｍを超えており、表示・設置期間が 12 年 

広告物Ｃ：上端が地上高さ４ｍ以下 

 

広告物Ｂのみ、有資格者による安全点検の対象 

＜広告物Ａ＞ ＜広告物Ｂ＞ ＜広告物Ｃ＞ 

 

＋  

 

許可申請書に添付      

 

 

 

改善すべき異常があった場合の対応について 

有資格者による安全点検は、広告物の倒壊又は

落下による事故を未然に防ぐべく、改善すべき異

常をいち早く発見するためのものです。 

改善すべき異常が発見された場合には、安全点

検を行った有資格者などから改善方法等につい

て助言を受け、できる限り早く改善し、適正な維

持管理を行いましょう！！ 

自己点検 
結果報告書 

 
 
 
 
 

自己点検 
結果報告書 

 
 
 
 
 

安全点検 

結果報告書 

 

 

 

 

 

自己点検 
結果報告書 

 
 
 
 
 

 

広告物Ｂの自己点検結果報告書には、 

「安全点検結果報告書による」と記載すれば OK！ 
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３ 安全点検結果報告書の記入例及び添付写真例           

＜安全点検結果報告書の記入例＞ 

 

 

 

 

安全点検の対象となる広告物等ご

とに、報告書を作成してください。 

１申請に複数の対象広告物等がある場

合、報告書 No.を記入してください。 

この報告書に点検結果を記入した広告

物等の種類を選択してください。 

点検者（又は点検車の所属する法人等）の

業登録の有無等を記入してください。 

異常がある場合、異常の程度を評価（経過

観察 or 要改善）してください。 

異常が「要改善」の場合、改善の概要欄を

記入してください。 

該当する点検箇所がない場合、「該当無」

に○をしてください。 経過観察：改善が次回更新許可以降で 

       良いもの 

要改善 ：次回更新許可までに改善して 

       おくべきもの 
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＜添付写真例＞ 

 

１ 安全点検を行った広告物等の全体写真 

 

 

 

 

 

２ 異常の評価が「要改善」となった箇所の写真 

 

 

報告書 No.４ 

報告書 No.１ 

報告書 No.３ 
報告書 No.２ 

１申請に複数の対象広告物等があ

る場合、報告書に記載の報告書 No.
と対応する広告物等をわかるよう

に明示してください。 

基礎クラック 


